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        様 

 

重要事項説明書 
（夜間対応型訪問介護サービス）  

 

１  事業者概要 

事業者名称 医療法人光陽会  

所在地・連絡先 （住所）神奈川県横浜市磯子区磯子 2-20-45 

（電話）045-752-1212 

代表者 理事長 篠﨑 仁史 

関係機関 磯子中央病院、横浜いずみ台病院、鎌倉ヒロ病院、関東病院 

横浜いずみ介護老人保健施設、横浜磯子介護老人保健施設 

やすらぎ訪問看護ステーション 

ハートケアいずみ訪問看護事業所 

ハートケアいずみ訪問介護事業所 

ハートケア鎌倉訪問介護事業所 

ハートケアいずみ居宅介護支援センター 

ハートケア鎌倉居宅介護支援センター 

ハートケア鎌倉デイサービスセンター 

ハートケア磯子居宅介護支援センター 

ハートケア磯子（定期巡回・随時対応型訪問介護・夜間対応型訪問介護） 

ハートケアつくし（訪問介護・訪問入浴・福祉用具貸与/販売） 

グループホーム やすらぎ・グループホーム磯子 

小規模多機能型居宅介護事業所 アットホームやすらぎ 

住宅型有料老人ホーム あっとほーむ希 

住宅型有料老人ホーム あっとほーむ光 

住宅型有料老人ホーム あっとほーむ鎌倉 

住宅型有料老人ホーム あっとほーむ岡津 

住宅型有料老人ホーム あっとほーむ鎌倉山 

住宅型有料老人ホーム あっとほーむ広地 

光陽会介護職員研修講座 

ハートケア鎌倉訪問看護ステーション       計 27 か所 

 

２ 事業所概要 

事業所名称 ハートケア 磯子 

所在地・連絡先 （住所）神奈川県横浜市磯子区広地町 7-12 

（電話）045-754-2911 

事業所指定番号  1490700232 

  管理者  内田 尚 

  サービス提供地域  横浜市磯子区 

第三者評価の実施状況  実施 無 
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３ 事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその利用者の居

宅を訪問し、入浴・排泄・食事の介護、日常生活上の緊急時の対

応その他、安心して生活を送れることが出来るようにするための

援助をします。 

運営の方針 利用者の介護状態の軽減又は悪化の防止に資するように、目標を

設定し、地域との結びつきを大切にして総合的なサービスの提供

に努めます。 

 

４ 事業所の職員体制 

職種 職務内容 資格 人員 

管理者 

1 事業所の従業員・業務の管理を一元化 

に行います。 

2 法令等において規定されている指定 

夜間対応型訪問介護の実勢に関し、 

従業者に関し、従業者に対し遵守すべ

き事項において指揮命令を行います。 

介護福祉士 

常勤  1 名 

（オペレーター、 

訪問介護員と兼務） 

オペレーション

センター従業者 

1 利用者又はその家族からの通報に対応 

します。 

2 適切なサービスが提供されるよう介護 

計画を作成します。 

3 指定夜間対応型訪問介護の利用の申込 

みに係る調整等を行います。 

 4 訪問介護員等に対する技術的指導等の 

サービス内容の確認を行います。 

 5 利用者の面接及び利用者の居宅への訪 

問を行い、利用者の心身の把握に努め

ます。 

  

介護福祉士 

常勤  11 名 

（内、1 名管理者と兼

務、10 名訪問介護員と

兼務） 

 

訪問介護員等 

夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用

者が安心してその居宅において生活を送

る事が出来るよう、必要な援助を行いま

す。 

また、利用者からの連絡に迅速に対応し

ます。 

介護福祉士 

 

常勤  11 名 

（内、1 名管理者と兼

務、10 名オペレーター

と兼務） 

 

実務者研修 

 

常勤  2 名 

  

 

５ 営業時間等 

営業日 365日 

営業時間 18：00～翌8：00 

サービス提供時間 18：00～翌8：00 
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６ 提供するサービス内容について 

 （１）利用者の担当ケアマネージャからの居宅サービス計画を基に、利用者の日常生活全般の 

状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を  

達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜 

間対応型訪問介護計画を作成します。 

 （２）利用者に応じて作成した計画について、利用者及びその家族に対して、その内容につい 

    て説明し同意を得ます。 

 （３）計画を作成した際は、当該計画を利用者に交付します。 

 （４）作成に当たっては、利用者の状況に応じた多様なサービスの提供に努め、さらに作成後 

    は実施状況の把握を行い、必要に応じて夜間対応型訪問介護計画の変更を行います。 

 （５）利用者の訪問を行い、随時利用者の心身の状態、その置かれている環境等の的確な把握 

に努めます。 

 （６）利用者からの随時の連絡に対する受付、相談等を行います。 

 （７）利用者又はその家族に対する相談、助言等を行います。 

 （８）指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵をオズかる場合には、その管理 

を厳重に行うと共に、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した 

文書を利用者に交付します。 

 

７ サ－ビスの提供の禁止行為 

 訪問介護員は、サービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 

 （１）医療行為 

 （２）利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書等の預り 

 （３）利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

 （４）利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

 （５）身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護 

するため緊急やむを得ない場合を除く） 

（６）その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

（７）利用者の同意家族に対する訪問サービスの提供 

（８）利用者の日常生活の範囲を超えた訪問サービス提供（大掃除、庭掃除など） 

 

８ 利用料、利用者負担額その他の費用の請求及び支払い方法について 

 （１）利用者の方からいただく利用者負担額は、別添１に記載した通りです。 

（２）利用料、利用負担額（介護保険を適用する場合）その他の費用の請求及びその他の費用 

    額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとに合計金額により請求します。 

 （３）請求書は、利用月の翌月にお届け致します。 

 （４）請求月の２７日までに、いずれかの方法によりお支払下さい。 

    ①事業所指定口座への振込 

    ②利用者指定口座からの振替 

    ③現金支払い 

 （５）支払いの確認をしましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管して下さい。 

 （６）利用者が正当な理由なく支払期日から３か月以上滞納した場合、事業所は１ヶ月以上の 

相当な期間を定めてその支払いを催促し、期間満了までに支払わない場合、居宅介護支 

援事業者と協議し、文書により契約を解除する場合があります。 
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９ サービス利用の中止・解約 

 （１）利用者がサービス予定の変更、中止する場合は、すみやかに次のところまでご連絡下 

さい。 連絡先：０４５-７５４-２９１１ 

 （２）利用者の都合でサービスを中止する場合、出来るだけ前日までにご連絡下さい。当日の 

キャンセルに関しては、予定の自己負担分を負担していただきます。 

 （３）風雪水害・地震災害等の天災、または著しく天候が悪く、サービス実施が困難と判断し 

た場合サービスの提供の中止又は訪問時間の変更等、安全を優先して対応させていただ 

きます。 

 （４）利用者は少なくとも３日前までに事業所に予告する事により、いつでも契約を解約する 

ことができます。 

 （５）事業所は、利用者の著しい不信行為によりこの契約を継続する事が困難となった場合、 

その理由を記載した文書を交付することにより、この契約を解除する事ができます。こ 

の場合、事業所は居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者にその旨を連絡しま 

す。 

 

１０ 緊急時の対応 

  夜間対応型訪問介護の提供中に、利用者に病状に急変が生じた場合、その他緊急事態が生じ 

た場合、速やかに主治医の連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定 

する連絡先にも連絡します。 

 

医療機関等 

主治医等の氏名 

 

連絡先   

緊急連絡先 

氏名 

 

連絡先 

 

１１ 事故発生時の対応 

  利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利 

用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うと共に、必要な措置を講 

じます。事故状況及び事故に際してとった措置・経過を記録、原因の分析、再発防止のた 

めの取組みを行います。 

また、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場 

合、損害を賠償します。 

 

１２ 秘密保持 

  事業所及び事業所の従業員は、正当な理由がない限り、サービス提供にあたって知り得た 

利用者そのご家族の秘密を漏らしません。 

また、事業所の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密を漏ら 

すことがないよう必要な措置を講じます。 

 

１３ 個人情報の取扱いについて  

利用者及び家族の情報については次の記載するところにより必要最低限の範囲内で使用す

ることとし、同意を得ない限り用いません。 

 

(1) 使用目的  

 事業者が介護保険法に関する法令に従い、サービス利用計画に基づきサービス等を円滑
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に実施するために必要な場合に使用します。 

(2) 使用にあたっての条件  

①個人情報の提供は(1)に記載する目的の範囲内で最小限にとどめ、情報提供の際には関係

者以外に漏れることのないよう細心の注意を払うこととします。 

②事業者は個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておきます。 

(3) 個人情報の内容（例示）  

 ①氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業者がサービス等を行うために最小限必要

な利用者や家族個人に関する情報 

 ②その他の情報 

(4) 使用する期間  

 契約締結日から契約終了日までとします。 

 

１４ 虐待防止 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に

掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 訪問介護員 伊藤 幸司 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に

周知徹底を図っています。 

（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。 

（4） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（5） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居

人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町

村に通報します。 

 

１５ 身体拘束の適正化について 

（１）サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）と行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとします。 

（３）身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。 

ア 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的開催及びその結果について従

業者への周知徹底（１年に１回以上） 

イ 身体拘束等の適正化のための指針の整備 

ウ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施（１年に１回以上） 

 

１６ 相談窓口、苦情対応                                                         

○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

お客様相談コーナー 

電話番号      045-754-2911 

FAX 番号       045-750-0588 

相談員（責任者）  内田 尚 

対応時間      9 時～17 時 
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○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

横浜市福祉調整委員会事務局 

（健康福祉局相談調整課） 

所在地   横浜市中区本町 6 丁目 50 番地の 10 

電話番号 045-671-4045 

ﾌｧｯｸｽ番号 045-681-5457 

受付時間 平日 9時 45 分～17 時 15 分 

(土･日･祝日年末年始を除く) 

神奈川県国民健康 

保険団体連合会 

所在地    横浜市西区楠町 27-1 

電話番号 045-329-3447 

     受付時間 平日 8 時 30 分～17 時 15 分 

(土･日･祝日年末年始を除く) 

磯子区介護保険相談窓口 

[高齢･障害支援課] 

所在地    横浜市磯子区磯子 3-5-1 

電話番号 045-750-2417 

利用時間 平日 8時 45 分～17 時 

(土･日･祝日年末年始を除く) 

 

１７ 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法について 

  （１）利用者から合鍵を預かる必要のある場合は、書面によりその取扱い方法について説明 

した上で、合鍵を預かる事に同意する旨の文書に署名を得ます。 

 （２）預かった合鍵については、使用時以外は施錠された保管庫に保管します。 

 （３）合鍵を紛失した場合は、速やかに利用者へ連絡を行うと共に、警察への届出等必要な 

措置を行います。 

 

１８ 居宅介護事業者との連携 

 （１）サービス提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービス 

の提供と密接な連携に努めます。 

 （２）サービス提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと 

共に、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供する者との 

密接な連携に努めるものとします。 

 

１９ サービス提供の記録 

（１）指定夜間対応型訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記

録はそのサービスを提供した日から５年間保存します。 

（２）利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請

求することができます。 

 

２０ 衛生管理等 

 （１）夜間対応型訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２）事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。 

（３）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、に掲げる措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおお 

むね６月に１回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。 

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 
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③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施しま

す。 

 

２１ 業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定夜間対応型訪問介護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務

継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

２３ サービス利用に際してのお願い 

（１） お茶やお菓子など、お心付けなどは一切ご不要です。 

（２） 訪問の際は、ペットをゲージに入れる、リードにつなぐなどの配慮をお願いします。 

（３） 見守りカメラの設置、訪問介護員の写真を撮影する場合、個人情報保護法に準じて事

前に訪問介護員本人の同意を受けてください。 

（４） ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合

は、サービス中止や契約を解除することもあります。 

 

２４ サービス利用にあたっての禁止事項について 

（１） 事業者の訪問介護員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

（２） パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

（３） サービス利用中に訪問介護員の写真や動画撮影、録音等を無断でＳＮＳ等に掲載する

こと。 

 

 

この重要事項説明書の説明年月日           令和    年   月   日 

 

上記内容について、利用者に説明し、重要事項説明書の交付を行いました。 

 

（事業所） 

所在地 神奈川県横浜市磯子区広地町 7-12 

             事業所  ハートケア磯子          

             管理者  内田 尚             

                   説明者                                  
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本書面により、事業者から訪問入浴サービスについて重要事項説明を受け同意し、交付を受

けました。また、１４に記載している個人情報の使用についても、同意します。 

              

 

（利用者） 

               住所                       

 

               氏名                       

        

代理人又は立会人 

住所                      

氏名                      

          



☑


